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○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
三
十
二
号

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
水
面
漁
業
の
振

興
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

農
林
水
産
大
臣

西
川

公
也

我
が
国
は
、
国
土
の
約
七
割
を
占
め
る
豊
か
な
森
林
に
よ
る
水
源
涵
養
機
能
等
に
よ
り
水
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
地
域
ご
と
に

か
ん

河
川
や
湖
沼
に
お
い
て
特
色
あ
る
漁
業
が
営
ま
れ
て
き
た
。
内
水
面
漁
業
は
、
河
川
や
湖
沼
で
漁
獲
さ
れ
る
あ
ゆ
や
わ
か
さ
ぎ

、
湖
沼
や
養
殖
池
で
養
殖
さ
れ
る
う
な
ぎ
や
こ
い
等
、
和
食
文
化
と
密
接
に
関
わ
る
様
々
な
食
用
水
産
物
を
供
給
す
る
ほ
か
、

に
し
き
ご
い
を
始
め
と
し
た
観
賞
用
水
産
物
の
供
給
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
内
水
面
漁
業
は
、
こ
れ
ら
水
産
物
の
供
給
の
機

能
に
加
え
、
内
水
面
漁
業
者
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
増
殖
や
漁
場
環
境
の
保
全
・
管
理
を
通
じ
て
、
釣
り
場
や
自
然
体
験
活
動

の
学
習
の
場
と
い
っ
た
自
然
と
親
し
む
機
会
を
国
民
に
提
供
す
る
等
の
多
面
的
機
能
を
発
揮
し
、
豊
か
な
国
民
生
活
の
形
成
に

大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

一
方
、
内
水
面
に
お
け
る
漁
獲
量
は
、
昭
和
五
十
三
年
の
十
三
万
八
千
ト
ン
を
ピ
ー
ク
に
、
平
成
二
十
四
年
に
は
三
万
三
千
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ト
ン
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
河
川
等
内
水
面
水
産
資
源
の
生
息
環
境
の
変
化
、
オ
オ
ク
チ
バ
ス
等
の
特
定

外
来
生
物
（
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
を
い
う
。
）
及
び
カ
ワ
ウ
等
の
鳥
獣
（
鳥
類
又
は
哺
乳
類
に
属
す
る
野
生
生
物
を
い
う
。

）
（
以
下
「
特
定
外
来
生
物
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
生
息
域
の
拡
大
と
食
害
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
水
面
に
お

け
る
養
殖
生
産
量
に
つ
い
て
も
、
昭
和
六
十
三
年
の
九
万
九
千
ト
ン
を
ピ
ー
ク
に
、
平
成
二
十
四
年
に
は
三
万
四
千
ト
ン
ま
で

減
少
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
生
産
量
の
五
割
を
占
め
る
う
な
ぎ
養
殖
業
に
お
い
て
、
養
殖
用
種
苗
の
漁
獲
量
が
長
期
的
に
減
少

傾
向
に
あ
る
。
う
な
ぎ
資
源
の
持
続
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
同
一
の
資
源
を
利
用
し
て
い
る
周
辺
諸
国
・
地
域
と
の
連

携
・
協
力
を
強
化
し
、
国
際
的
な
保
存
管
理
の
枠
組
み
を
構
築
し
、
う
な
ぎ
の
資
源
管
理
を
推
進
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
水
面
組
合
（
以
下
「
内

水
面
漁
業
協
同
組
合
」
と
い
う
。
）
の
正
組
合
員
数
は
、
昭
和
五
十
八
年
の
五
十
六
万
七
千
人
を
ピ
ー
ク
に
、
平
成
二
十
年
に

は
三
十
八
万
人
ま
で
減
少
し
て
お
り
、
内
水
面
漁
業
の
生
産
体
制
の
脆
弱
化
に
よ
り
、
内
水
面
の
水
産
物
の
安
定
的
な
供
給
や

内
水
面
漁
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
内
水
面
漁
業
が
盛
ん
な
地
域
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に
は
、
内
水
面
漁
業
と
農
林
業
、
観
光
業
等
と
が
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
地
域
産
業
を
形
成
し
て
い
る
中
山
間
地
域
も
多
く
、

内
水
面
漁
業
の
生
産
体
制
の
脆
弱
化
は
、
中
山
間
地
域
の
社
会
の
活
力
の
低
下
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
基
本
方

針
は
、
内
水
面
漁
業
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
水
面
漁
業
の
振
興
に

関
す
る
基
本
的
方
向
、
内
水
面
水
産
資
源
の
回
復
に
関
す
る
基
本
的
事
項
、
内
水
面
に
お
け
る
漁
場
環
境
の
再
生
に
関
す
る
基

本
的
事
項
、
内
水
面
漁
業
の
健
全
な
発
展
に
関
す
る
基
本
的
事
項
等
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
基
本
方
針
は
、
内

水
面
漁
業
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
、
及
び
内
水
面
漁
業
に
関
す
る
施
策
の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
、
お
お
む

ね
五
年
ご
と
に
見
直
し
、
所
要
の
変
更
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
一

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
方
向

内
水
面
に
お
け
る
漁
業
生
産
力
を
発
展
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
国
民
生
活
の
安
定
向
上
及
び
自
然
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
た

め
、
内
水
面
漁
業
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
内
水
面
漁
業
の
有
す
る
水
産
物
の
供
給
の
機
能
及
び
多
面
的
機
能
が
適
切

か
つ
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
将
来
に
わ
た
っ
て
国
民
が
そ
の
恵
沢
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て

、
内
水
面
水
産
資
源
の
生
息
状
況
、
生
息
環
境
等
に
つ
い
て
の
必
要
な
調
査
に
基
づ
き
、
関
係
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
及
び
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内
水
面
漁
業
協
同
組
合
等
が
連
携
し
、
内
水
面
水
産
資
源
の
回
復
や
漁
場
環
境
の
再
生
、
内
水
面
漁
業
の
健
全
な
発
展
等
、

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
必
要
な
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二

内
水
面
水
産
資
源
の
回
復
に
関
す
る
基
本
的
事
項

１

内
水
面
水
産
資
源
の
増
殖
及
び
養
殖
の
推
進
等

内
水
面
水
産
資
源
の
増
殖
及
び
養
殖
の
推
進
を
図
る
た
め
、
内
水
面
水
産
資
源
の
増
殖
技
術
の
研
究
開
発
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
生
息
環
境
改
善
の
手
法
や
放
流
効
果
の
高
い
種
苗
生
産
技
術
等
得
ら
れ
た
成
果
が
広
く
活
用
さ
れ
る
よ
う
に

普
及
を
図
る
。
ま
た
、
内
水
面
水
産
資
源
の
種
苗
生
産
施
設
や
中
間
育
成
施
設
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
水
害
等

に
よ
り
内
水
面
水
産
資
源
が
被
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
か
ら
の
報
告
を
踏
ま
え
、
緊

急
に
内
水
面
水
産
資
源
を
回
復
す
る
た
め
の
種
苗
放
流
等
に
対
す
る
支
援
等
に
つ
い
て
検
討
の
上
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

ま
た
、
資
源
の
減
少
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
に
ほ
ん
う
な
ぎ
に
つ
い
て
は
、
河
川
域
に
お
け
る
生
息
状
況
の
調
査
を
行
う

と
と
も
に
、
種
苗
の
大
量
生
産
の
早
期
実
用
化
に
向
け
た
研
究
開
発
を
推
進
す
る
。

２

特
定
外
来
生
物
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
措
置
に
対
す
る
支
援
等
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特
定
外
来
生
物
等
に
よ
る
内
水
面
水
産
資
源
に
対
す
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
外
来
魚
に
つ
い
て
、
効
率
的
な
防
除

手
法
の
技
術
開
発
を
進
め
る
と
と
も
に
、
電
気
シ
ョ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ト
、
偽
の
人
工
産
卵
床
設
置
等
に
よ
る
防
除
を
推
進
す

る
。ま

た
、
近
年
特
に
被
害
が
広
域
化
・
深
刻
化
し
て
い
る
カ
ワ
ウ
に
つ
い
て
、
カ
ワ
ウ
対
策
に
関
す
る
内
水
面
漁
業
者
等

の
知
識
の
向
上
を
図
り
つ
つ
、
カ
ワ
ウ
の
生
息
状
況
や
被
害
状
況
の
調
査
に
基
づ
く
効
果
的
な
駆
除
活
動
等
を
推
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
「
カ
ワ
ウ
被
害
対
策
強
化
の
考
え
方
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
三
日
農
林
水
産
省
・
環
境
省
公
表
）

に
規
定
す
る
被
害
を
与
え
る
カ
ワ
ウ
の
個
体
数
を
平
成
三
十
五
年
度
ま
で
に
半
減
さ
せ
る
目
標
の
早
期
達
成
を
図
る
。

３

内
水
面
水
産
資
源
に
係
る
伝
染
性
疾
病
の
予
防
等

内
水
面
水
産
資
源
に
係
る
冷
水
病
等
の
伝
染
性
疾
病
の
予
防
及
び
ま
ん
延
防
止
の
た
め
、
内
水
面
水
産
資
源
に
係
る
伝

染
性
疾
病
に
対
す
る
迅
速
な
診
断
法
及
び
予
防
・
治
療
技
術
の
開
発
及
び
普
及
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
海
外
に
お
け
る

伝
染
性
疾
病
の
発
生
状
況
及
び
新
疾
病
の
発
生
状
況
等
に
つ
い
て
情
報
を
収
集
し
、
都
道
府
県
の
協
力
を
得
つ
つ
、
内
水

面
漁
業
者
に
対
し
て
、
必
要
な
情
報
を
迅
速
に
提
供
す
る
。

ま
た
、
内
水
面
水
産
資
源
に
係
る
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
の
国
外
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
、
隔
離
検
疫
等
を
的
確
に
運
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用
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
焼
却
、
埋
却
等
の
措
置
を
命
じ
る
。

第
三

内
水
面
に
お
け
る
漁
場
環
境
の
再
生
に
関
す
る
基
本
的
事
項

１

内
水
面
に
係
る
水
質
の
確
保

内
水
面
水
産
資
源
の
生
育
に
資
す
る
水
質
の
確
保
を
図
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
下
水
道
、
浄
化
槽
そ
の
他
の

排
水
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
整
備
等
を
促
進
す
る
。

２

内
水
面
に
係
る
水
量
の
確
保

内
水
面
に
お
け
る
水
量
を
確
保
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
地
で
流
域
を
中
心
と
し
た
地
下
水
の
涵
養
を
促
進
す
る
た

か
ん

め
の
雨
水
浸
透
枡
、
浸
透
ト
レ
ン
チ
、
透
水
機
能
を
有
す
る
舗
装
等
の
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
設
置
や
水
田
の
冬
期
湛
水

等
健
全
な
水
循
環
系
の
構
築
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

森
林
の
整
備
及
び
保
全

森
林
の
有
す
る
水
源
の
涵
養
の
機
能
の
発
揮
に
よ
り
良
質
な
水
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
内
水
面
水
産
資

か
ん

源
の
生
育
環
境
の
保
全
及
び
改
善
に
資
す
る
よ
う
、
適
切
な
保
育
、
間
伐
等
の
森
林
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
治

山
施
設
の
整
備
や
保
安
林
の
適
切
な
管
理
等
に
よ
る
森
林
の
保
全
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
地
域
の
多
様
な
主
体
の
参
加
と
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連
携
に
よ
る
国
民
参
加
の
森
林
づ
く
り
等
を
推
進
す
る
。

４

内
水
面
水
産
資
源
の
生
育
に
資
す
る
施
設
の
整
備

内
水
面
に
お
け
る
水
産
動
物
の
遡
上
・
降
下
環
境
の
改
善
の
た
め
、
堰
等
の
河
川
横
断
施
設
に
つ
い
て
、
内
水
面
に
お

せ
き

け
る
水
産
動
物
の
移
動
経
路
の
確
保
や
水
量
・
水
質
を
含
め
た
生
息
環
境
の
保
全
等
を
考
慮
し
な
が
ら
、
魚
道
の
設
置
、

改
良
及
び
適
切
な
維
持
管
理
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
内
水
面
水
産
資
源
の
生
育
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
水
田
と
河
川
と

の
連
続
性
に
配
慮
し
た
整
備
や
、
各
種
技
術
資
料
の
作
成
・
技
術
情
報
の
提
供
を
通
じ
た
技
術
的
支
援
を
行
う
こ
と
等
に

よ
り
、
自
然
と
の
共
生
及
び
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
。

さ
ら
に
、
内
水
面
水
産
資
源
の
生
育
又
は
内
水
面
生
態
系
の
保
全
に
資
す
る
た
め
、
あ
ゆ
、
渓
流
魚
等
の
産
卵
場
と
な

る
礫
底
の
造
成
、
こ
い
、
ふ
な
等
の
産
卵
場
と
な
る
産
卵
植
生
の
保
全
及
び
造
成
、
様
々
な
水
産
動
植
物
の
棲
み
家
と
な

れ
き
て
い

る
石
倉
等
の
設
置
等
の
取
組
を
推
進
す
る
。

５

自
然
と
の
共
生
及
び
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
た
河
川
整
備
の
推
進

河
川
全
体
の
自
然
の
営
み
を
視
野
に
入
れ
、
河
川
が
本
来
有
し
て
い
る
生
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
等
を
創
出
す

る
こ
と
を
全
て
の
川
づ
く
り
の
基
本
と
し
て
河
川
管
理
を
行
う
こ
と
と
し
、
平
面
計
画
や
縦
横
断
計
画
等
の
河
道
計
画
や
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河
岸
の
保
全
・
整
備
等
に
当
た
っ
て
は
、
内
水
面
水
産
資
源
の
生
育
環
境
の
改
善
そ
の
他
内
水
面
に
係
る
生
態
系
の
保
全

に
も
資
す
る
よ
う
、
個
別
の
箇
所
毎
の
状
況
に
応
じ
た
取
組
を
行
う
。

第
四

内
水
面
漁
業
の
健
全
な
発
展
に
関
す
る
基
本
的
事
項

１

効
率
的
か
つ
安
定
的
な
内
水
面
漁
業
の
経
営
の
育
成

効
率
的
か
つ
安
定
的
な
内
水
面
漁
業
の
経
営
を
育
成
す
る
た
め
、
「
『
日
本
再
興
戦
略
』
改
訂
二
千
十
四
」
（
平
成
二

十
六
年
六
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
内
水
面
漁
業
を
営
む
者
を
有
す
る
地
域
が
、
企
業
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
サ
ポ

ー
ト
を
得
て
、
漁
業
・
漁
村
の
構
造
改
革
を
目
指
し
策
定
す
る
「
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
」
作
成
の
取
組
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
国
際
商
材
と
し
て
輸
出
拡
大
が
期
待
さ
れ
る
に
し
き
ご
い
等
に
つ
い
て
、
「
農
林
水
産
物
・
食
品
の
国
別
・
品

目
別
輸
出
戦
略
」
（
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
九
日
農
林
水
産
省
公
表
）
に
基
づ
き
、
輸
出
促
進
を
図
る
。

さ
ら
に
、
内
水
面
漁
業
に
お
い
て
は
、
漁
船
の
操
業
、
養
殖
の
加
温
等
に
用
い
る
原
油
及
び
魚
粉
の
価
格
高
騰
に
伴
い

、
総
費
用
に
占
め
る
燃
油
費
及
び
配
合
飼
料
費
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
燃
油
と
配
合
飼
料
の
価
格
高
騰
対
策
を
適
切
に
実
施
す
る
。

加
え
て
、
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
等
が
行
う
漁
業
技
術
及
び
経
営
面
で
の
創
意
工
夫
の
取
組
に
つ
き
広
く
情
報
を
収
集
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す
る
と
と
も
に
、
他
地
域
の
模
範
と
な
る
地
域
の
取
組
に
つ
い
て
、
全
国
へ
の
周
知
を
図
る
。

２

多
面
的
機
能
の
発
揮
に
資
す
る
取
組
へ
の
支
援
等

内
水
面
漁
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
が
将
来
に
わ
た
っ
て
適
切
か
つ
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
内
水
面
漁
業
者
と
地

域
住
民
等
が
連
携
し
て
行
う
河
川
・
湖
沼
の
水
草
除
去
、
清
掃
等
の
内
水
面
に
係
る
生
態
系
の
維
持
・
保
全
の
た
め
の
活

動
、
環
境
教
育
、
漁
業
体
験
等
の
教
育
と
啓
発
の
場
の
提
供
、
地
域
に
お
け
る
食
文
化
、
伝
統
文
化
の
伝
承
機
会
の
提
供

等
の
取
組
を
支
援
す
る
。

３

人
材
の
育
成
及
び
確
保

効
率
的
か
つ
安
定
的
な
内
水
面
漁
業
の
経
営
を
担
う
べ
き
人
材
の
育
成
及
び
確
保
を
図
る
た
め
、
内
水
面
漁
業
を
含
む

漁
業
就
業
希
望
者
を
対
象
と
す
る
就
業
相
談
会
等
の
開
催
、
新
規
就
業
者
の
漁
業
現
場
で
の
実
地
に
よ
る
長
期
研
修
、
新

規
就
業
者
の
内
水
面
漁
業
の
技
術
及
び
経
営
方
法
の
習
得
の
た
め
の
講
習
会
等
の
開
催
等
、
段
階
に
応
じ
た
支
援
を
行
う
。

ま
た
、
内
水
面
漁
業
者
の
経
済
管
理
能
力
の
向
上
等
の
た
め
の
指
導
・
助
言
や
研
修
会
の
開
催
を
促
進
す
る
。

４

商
品
開
発
へ
の
取
組
等
へ
の
支
援

高
度
化
し
、
か
つ
、
多
様
化
す
る
国
民
の
需
要
に
即
し
、
生
産
段
階
に
お
け
る
内
水
面
水
産
資
源
の
食
材
と
し
て
の
品
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質
の
向
上
や
、
水
産
加
工
に
よ
る
内
水
面
水
産
資
源
の
付
加
価
値
の
向
上
、
販
路
拡
大
等
の
取
組
を
推
進
す
る
。
ま
た
、

漁
業
者
、
水
産
加
工
業
者
及
び
水
産
流
通
業
者
等
が
連
携
し
て
行
う
取
組
を
推
進
す
る
。

５

回
遊
魚
類
の
増
殖
の
取
組
へ
の
支
援
等

回
遊
魚
類
（
内
水
面
と
海
面
と
の
間
を
往
来
す
る
水
産
動
物
を
い
う
。
）
の
持
続
的
な
利
用
の
確
保
を
図
る
た
め
、
産

卵
場
の
確
保
、
種
苗
放
流
に
関
す
る
課
題
の
解
決
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
と
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
と
の
連
携
に
よ

る
内
水
面
と
海
面
に
お
け
る
資
源
管
理
の
取
組
の
推
進
等
、
魚
種
毎
の
生
態
や
利
用
実
態
等
に
応
じ
た
支
援
に
努
め
る
。

こ
の
う
ち
、
資
源
が
人
工
ふ
化
放
流
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
て
い
る
さ
け
に
つ
い
て
は
、
太
平
洋
側
の
回
帰
率
が
大
幅
に

低
下
し
て
い
る
こ
と
に
対
処
し
、
減
少
要
因
を
調
査
し
、
ふ
化
放
流
手
法
の
改
良
に
つ
な
げ
る
。
ま
た
、
東
日
本
大
震
災

の
影
響
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
以
降
、
本
州
太
平
洋
側
の
親
魚
の
来
遊
数
が
大
幅
に
減
少
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
採
卵
用
の
親
魚
を
確
保
す
る
た
め
の
取
組
を
支
援
す
る
。
さ
ら
に
、
受
益
に
見
合
っ
た
適
切
な
増
殖
経
費
の
負
担
を

実
現
す
る
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
。

資
源
の
減
少
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
に
ほ
ん
う
な
ぎ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
苗
で
あ
る
し
ら
す
う
な
ぎ
の
採
捕
者
、
に
ほ

ん
う
な
ぎ
を
採
捕
す
る
漁
業
者
等
の
関
係
者
が
行
う
資
源
管
理
の
た
め
の
協
議
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
に
ほ
ん
う
な
ぎ
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の
効
果
的
な
放
流
活
動
を
推
進
す
る
。

６

国
民
の
理
解
と
関
心
の
増
進

内
水
面
は
、
遊
漁
を
始
め
と
す
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
国
民
が
憩
い
、
自
然
と
触
れ
合
う
場
で
あ
る
。
他
方

、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
対
象

と
な
る
内
水
面
で
は
、
海
面
と
異
な
り
有
用
魚
種
の
資
源
量
が
少
な
く
、
多
数
の
採
捕
者
に
よ
る
乱
獲
に
よ
り
資
源
の
枯

渇
を
招
き
や
す
い
。
こ
の
た
め
、
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
免
許
を
受
け
た
漁
業
協
同
組
合
等
に
は
同
法
第
百
二
十
七
条
に

基
づ
く
増
殖
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
当
該
義
務
を
果
た
す
た
め
、
稚
魚
や
親
魚
の
放
流
、
産
卵
場
造
成
等
、
地
域
の

実
態
に
応
じ
た
多
様
な
増
殖
の
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
内
水
面
漁
業
に
つ
い
て
、
国
民
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
、
内
水
面
漁
業
者
が
行
う
内
水
面
漁
業
の

意
義
に
関
す
る
広
報
活
動
や
体
験
放
流
等
の
川
辺
に
お
け
る
自
然
体
験
活
動
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
内
水
面
水
産
資
源
の
適
切
な
管
理
に
資
す
る
た
め
、
各
都
道
府
県
が
定
め
る
漁
業
調
整
規
則
や
漁
業
協
同
組
合

等
が
定
め
る
遊
漁
規
則
等
の
周
知
及
び
そ
の
遵
守
に
関
す
る
啓
発
活
動
を
促
進
す
る
。

第
五

そ
の
他
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
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１

国
内
外
に
お
け
る
う
な
ぎ
の
資
源
管
理
の
推
進

う
な
ぎ
資
源
の
保
護
・
管
理
を
早
急
に
図
る
た
め
、
国
際
的
な
資
源
管
理
対
策
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
よ
る
資
源

管
理
の
枠
組
の
構
築
に
主
導
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
国
内
に
お
い
て
は
、
そ
の
種
苗
で
あ
る
し
ら
す
う
な
ぎ
の
採
捕

、
に
ほ
ん
う
な
ぎ
を
採
捕
す
る
漁
業
及
び
う
な
ぎ
養
殖
業
に
係
る
資
源
管
理
を
三
位
一
体
と
し
て
推
進
す
る
。
ま
た
、
法

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
養
殖
業
の
届
出
の
制
度
を
活
用
し
、
う
な
ぎ
養
殖
業
の
実
態
把
握
を
行
う
と

と
も
に
、
国
際
的
な
う
な
ぎ
資
源
管
理
に
係
る
協
議
の
進
捗
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
、
法
第
二
十
六
条
の
指
定

養
殖
業
の
許
可
の
制
度
を
活
用
し
て
う
な
ぎ
養
殖
生
産
量
の
管
理
を
行
う
。

２

協
議
会

法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
場
合
に
は
、
協
議
会
を
設
置
し
た
都
道
府
県
か
ら
の
要
請

に
応
じ
て
、
内
水
面
水
産
資
源
の
回
復
、
内
水
面
に
お
け
る
漁
場
環
境
の
再
生
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
の
水
面
利
用
に

関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
防
止
等
、
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
向
け
た
効
果
的
な
協
議
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
関
係
者
間
の
調

整
等
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

３

平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
等
へ
の
対
策
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平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
以
下
「
平
成
二

十
三
年
原
子
力
事
故
」
と
い
う
。
）
に
由
来
す
る
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
有
無
又
は
そ
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
漁
場
の
利
用
へ
の
支
障
及
び
内
水
面
水
産
資
源
の
販
売
の
不
振
へ
の
対
処
の
た
め
、
地
方
公
共

団
体
が
行
う
内
水
面
水
産
資
源
の
放
射
性
物
質
に
係
る
安
全
対
策
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
検
査
に
対
し
必
要

な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
検
査
結
果
や
出
荷
停
止
・
採
捕
禁
止
の
措
置
の
状
況
を
と
り
ま
と
め
、
国
及
び
地
方
公
共
団

体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、
遊
漁
者
や
消
費
者
に
対
し
て
正
確
な
情
報
提
供
を
行
う
。
ま
た
、
平
成
二
十
三
年
原
子

力
事
故
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
早
期
救
済
の
観
点
か
ら
、
東
京
電
力
、
関
係
県
、
関
係
団
体
等
が
出
席
す

る
連
絡
会
議
の
開
催
等
に
よ
り
、
東
京
電
力
に
対
し
賠
償
金
の
早
期
支
払
い
等
を
求
め
る
等
、
適
切
か
つ
速
や
か
な
賠
償

が
実
施
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
む
。

な
お
、
生
活
圏
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
除
染
に
よ
り
生
ず
る
排
水
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
基
づ
く
適
切
な

手
法
に
よ
る
処
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
技
術
的
・
財
政
的
支
援
を
行
う
。

４

内
水
面
に
排
出
又
は
放
流
さ
れ
る
水
に
係
る
規
制
の
在
り
方

内
水
面
に
排
出
又
は
放
流
さ
れ
る
水
に
つ
い
て
、
浄
化
槽
か
ら
排
出
さ
れ
る
残
留
塩
素
や
公
共
用
水
域
の
残
留
塩
素
の
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実
態
把
握
、
界
面
活
性
剤
の
排
出
の
実
態
把
握
に
よ
る
科
学
的
知
見
の
集
積
に
努
め
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
等
に
よ
る
当
該
水
に
係
る
規
制
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
内
水
面
に
お
け
る
漁
場
環
境
の
再
生
等
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。


